
年 頭 の ご 挨 拶

岩船郡村上市雇用対策協議会

会　長　齋　藤　　　研

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年中は当協議会の運営につきましては、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
　さて、雇用情勢は新型コロナウイルスの感染拡大による企業の経営環境の悪化に伴
い、失業者の増加等厳しい状況にあります。昨年は当協議会においても定期総会の会
場開催から書面開催への変更、新入社員セミナーの中止等を余儀なくされ大きな影響
を受けました。このような中「アクセス2021・就職ガイダンス」は32事業所、高校生
77名に参加いただき予定通り開催することができました。新型コロナウイルス感染防
止に配慮しご尽力された村上市、ハローワーク村上、そして村上商工会議所のご担当
者には、深く感謝申し上げます。
　昨年12月にイギリスで開始されたワクチン接種は、今年日本でも始まる予定です。
１日も早く感染症が終息し、経済が回復することを願うものです。
　圏域の多くの企業、行政等によって構成されている当協議会の果たすべき役割は、
今後ますます重要となってきます。皆様と協力してこの難局を乗り越えて参りたいと
思います。
　最後に、会員企業様のますますのご繁栄と皆様のご健勝を祈念し、念頭のご挨拶と
させていただきます。
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日　　　時：令和３年３月23日㈫・24日㈬
会　　　場：村上市民ふれあいセンター　村上市岩船3270
　　　　　　参加対象者：今春採用される学卒新入社員及びこれに準ずる方

（卒業後概ね３年以内に入社した方）
定　　　員：50名（先着順）
受　講　料：雇対協会員 5,000円　非会員 15,000円

（会員企業で３名以上参加の場合は全員1,000円引き ＊１名の料金）
内　　　容 。すまし施実が社スビーサグンニーランコービ㈱ ：

新入社員セミナー
ぜひご活用を！

企業のＰＲ、応援します！
　「企業ガイドむらかみ」の掲載事業所を募集しています。
　スマートフォンにも対応可能なWeb版で、多くの学生や求職者に広く企業をPRします。
　村上地域ブランドの発信力を高める有効なツールとしてもご活用いただけると思います。

█申 込 先   村上商工会議所
                （☎53ｰ4257）

█掲 載 料
　5,000円（初回のみ）
※岩船郡村上市雇用対策協議会 会員企業限定

随時、お申込を受け付けております

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

令和２年３月１日以降に 在留カード番号の記載が必要
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事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現

の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります

（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、令和３年３月１日から以下のように変わります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

令和３年３月１日から

障害者の法定雇用率が引き上げになります

事業主区分
法定雇用率

現行 令和３年３月１日以降

民間企業 2.２％ ⇒ 2.３％

国、地方公共団体等 2.５％ ⇒ 2.６％

都道府県等の教育委員会 2.４％ ⇒ 2.５％

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ

なりません。

留意点

▶ 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

LL021014障01

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取り扱いはどうなるのでしょうか︖
Ａ１． ①令和２年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和３年４月１日から同年５月15日までの間）

令和３年２月以前については現行の法定雇用率（2.2％）、

令和３年３月のみ新しい法定雇用率（2.3％）で算定していただくことになります。

②令和３年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和４年４月１日から同年５月15日までの間）

新しい法定雇用率（2.3％）で算定していただくことになります。

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか︖

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー

トを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

▶「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000691446.pdf

Ｑ ＆ Ａ

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用事例リファレンスサービスでは、障害者雇用について創意
工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の事例を紹介しています。
▶URL︓https://www.ref.jeed.or.jp/

 
 

新潟労働局・ハローワーク

４月・６月・７月　平日 AM９：00～PM７：00　土日、祝日 AM９：00～PM５：00
５月、８月～３月　平日 AM９：00～PM５：00

電話受付時間
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